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所
得
税
の
確
定
申
告
に
つ
い
て
、
申
告
相
談
の
日
程
を
左
記

の
と
お
り
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
、
収
入
の
種
類
に
よ
っ
て
相
談
日
が
異
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

営
業
・
不
動
産
等
で
収
支
内
訳
書
を
添
付
し
て
申
告

を
さ
れ
る
方
（
香
椎
税
務
署
職
員
受
付
）

【
宇
美
町
】

　

■
日
程　

２
月
18
日
（
月
）
、
19
日
（
火
）

　

■
会
場　

宇
美
町
役
場
２
階
大
会
議
室

　

※
今
年
は
、
税
務
署
職
員
受
付
日
が
確
定
申
告
受
付
開
始

　
　

初
日
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
志
免
町
】

　

■
日
程　

２
月
28
日
（
木
）
、　

３
月
１
日
（
金
）

　

■
会
場　

志
免
町
役
場
２
階
第
２
会
議
室

【
須
恵
町
】

　

■
日
程　

２
月
28
日
（
木
）
、
３
月
１
日
（
金
）

　

■
会
場　

須
恵
町
役
場
横
保
健
セ
ン
タ
ー
１
階

　

■
受
付
時
間
（
各
会
場
共
通
）

　
　

９
時
半
～
11
時
、
13
時
～
15
時

　

※
不
動
産
等
の
譲
渡
所
得
及
び
贈
与
税
の
相
談
は
各
役
場

　
　

で
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
香
椎
税
務
署
で
お
願
い
し
ま
す
。

年
金
や
給
与
等
の
申
告
を
さ
れ
る
方
（
宇
美
町
職
員
受
付
）

■
日
程　

２
月
18
日
（
月
）
～
３
月
15
日
（
金
）

※
原
則
、
土
日
祝
日
を
除
き
ま
す
が
、
２
月
24
日
の
第
４
日
曜
日

　

に
限
っ
て
申
告
受
付
を
し
ま
す
。

■
時
間　

９
時
～
11
時
、
13
時
～
15
時

■
会
場　

宇
美
町
役
場
２
階
大
会
議
室

※
収
入
の
種
類
が
営
業
・
不
動
産
等
の
方
は
宇
美
町
職
員
で
は

　

受
付
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
香
椎
税
務
署
職
員
来
庁
日
（
２
月

　

18
日
、
19
日
）
ま
た
は
香
椎
税
務
署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

《
申
告
に
必
要
な
も
の
》

◇
所
得
を
証
明
す
る
も
の

・
源
泉
徴
収
票
や
支
払
調
書

・
給
与
や
年
金
以
外
の
方
は
、
帳
簿
や
経
費
を
証
明
す
る

　

書
類
、
領
収
書
、
減
価
償
却
の
計
算
書
な
ど

◇
控
除
を
証
明
す
る
も
の

・
生
命
保
険
料
及
び
地
震
保
険
料
等
の
控
除
証
明
書

・
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
又
は
領
収
書

・
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
そ
の
額
を
証
明
す
る
領
収
書
な
ど

・
住
宅
借
入
金
等
の
特
別
控
除
を
受
け
る
方
は
年
末
残
高
証

　

明
書
等
必
要
書
類

・
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
障
害
者
手
帳
ま
た
は
障
害
者

　

控
除
対
象
者
認
定
書

◇
そ
の
他

・
印
鑑

・ 

所
得
税
還
付
申
告
の
方
は
、
本
人
名
義
の
口
座
番
号
等
の
控
え

※
申
告
書
が
送
付
さ
れ
て
来
た
方
は
、
申
告
会
場
に
持
参
し

　

て
く
だ
さ
い
。

　

税
務
署
で
は
閉
庁
日
（
土

日
祝
日
）
は
通
常
、相
談
及
び

申
告
書
の
受
付
は
行
っ
て
お

り
ま
せ
ん
が
、
確
定
申
告
期

間
中
は
、
福
岡
市
内
の
税
務

署
（
福
岡
署
、
博
多
署
、
西

福
岡
署
、
香
椎
署
）
に
お
い

て
は
平
日
以
外
に
も
２
月
24

日
、
３
月
３
日
の
日
曜
日
に

限
り
確
定
申
告
の
相
談
・
申

告
書
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

※
例
年
、
申
告
会
場
は
大
変

　

混
雑
し
、
長
時
間
お
待
た

　

せ
す
る
こ
と
や
受
付
の
制

　

限
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

　

す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ

　

い
。
ま
た
３
月
に
入
り
ま

　

す
と
税
務
署
な
ど
の
窓
口

　

は
さ
ら
に
混
み
合
い
ま
す
。

　

早
め
の
申
告
書
提
出
の
準

　

備
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お

　

郵
送
で
の
申
告
も
で
き
ま

　

す
の
で
香
椎
税
務
署
へ
直

　

接
ご
郵
送
く
だ
さ
い
。

■
提
出
・
問
い
合
わ
せ

　

〒
８
１
３-

８
６
８
１　

　

福
岡
市
東
区
千
早
６
丁
目

　

２
番
１
号

　

香
椎
税
務
署
個
人
課
税

　

第
一
部
門

　

℡
６
６
１-

１
０
３
１

～
税
務
署
か
ら
の

ご
案
内
～

休
日
開
庁
日
に
つ
い
て

平
成
24
年
分
確
定
申
告
に
関
す
る
主
な
税
制
改
正

◎
生
命
保
険
料
控
除
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

イ　

介
護
医
療
保
険
料
控
除
の
創
設

ロ　

一
般
生
命
保
険
料
控
除
の
縮
減

ハ　

個
人
年
金
保
険
料
控
除
の
縮
減

☆
イ
＋
ロ
＋
ハ
の
合
計
の
上
限
は
、
所
得
税
は
12
万
円
、
住
民

　

税
は
７
万
円
で
す
。

住
民
税
（
町
県
民
税
）
の
申
告
に
つ
い
て

　

所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
た
方
は
住
民
税
の
申
告
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
給
与
や
公
的
年
金
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
、
所

　

得
税
の
確
定
申
告
を
要
し
な
い
場
合
で
も
、
住
民
税
の
申
告

　

は
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
所
得
の
な
い
方
は
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
や
非
課
税
証
明
書
が
必

要
な
方
は
、
住
民
税
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
町
民
税
係　

℡
９
３
４-

２
２
４
２

◆
要
介
護
認
定
に
よ
る
障
害
者
控
除
対
象
者

　

認
定
書
に
つ
い
て

　

本
人
、
控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親
族
が
、
次

の
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る
場
合
は
、
健
康
福
祉
課
で

発
行
す
る
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
を
添
付
す

る
こ
と
で
、
障
害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

証
明
書
が
必
要
な
方
は
印
鑑
を
ご
持
参
の
う
え
お

越
し
く
だ
さ
い
。

①
65
歳
以
上
で
平
成
24
年
12
月
31
日
現
在
、
介
護
保
険

　

の
要
介
護
１
～
５
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

②
65
歳
以
上
で
平
成
24
年
12
月
31
日
現
在
、
引
き
続
き

　

６
ヶ
月
以
上
臥
床
し
、
食
事
、
排
便
等
の
日
常
生
活

　

に
支
障
の
あ
る
寝
た
き
り
の
方

※
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
方
は
、
手
帳
等
の
提
示

　

に
よ
り
、
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
介
護
保
険
料
納
付
証
明
書
に
よ
る

　

社
会
保
険
料
控
除
に
つ
い
て

　

平
成
24
年
１
月
１
日
～
平
成
24
年
12
月
31
日
ま
で

に
支
払
わ
れ
た
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
納
付
書
で

お
支
払
い
の
方
は
保
険
料
領
収
書
、
口
座
振
替
の
方
は

口
座
振
替
納
付
済
通
知
書(

平
成
25
年
１
月
末
頃
発

送
予
定)

、
特
別
徴
収
の
方
は
年
金
保
険
者
か
ら
の
源

泉
徴
収
票
等
を
添
付
し
て
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
他
に
も
、
健
康
福
祉
課
で

発
行
す
る
「
納
付
証
明
書
」
で
も
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
の
で
、
必
要
な
方
は
身
分
証
明
書
を
ご
持

参
の
う
え
お
越
し
く
だ
さ
い
。
な
お
、
本
人
及
び
同
居

の
親
族
以
外
の
方
が
来
庁
す
る
場
合
は
委
任
状
が
必

要
で
す
。

※
各
証
明
書
発
行
に
は
数
日
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

健
康
福
祉
課
介
護
高
齢
者
支
援
係

　

℡
９
３
４-

２
２
４
３
（
直
通
）

　

ｅ-

Ｔ
Ａ
Ｘ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
開
始
届
出

書
を
提
出
し
、
利
用
者
識
別
番
号
な
ど
を
取
得

し
て
お
け
ば
（
オ
ン
ラ
イ
ン
で
取
得
で
き
ま
す
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
国
税
に
関
す
る
申
告
や
納

税
、
申
請
・
届
出
な
ど
の
手
続
が
で
き
る
シ
ス

テ
ム
で
す
。

　

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
作
成
し

た
申
告
書
等
の
デ
ー
タ
は
、
ｅ-

Ｔ
Ａ
Ｘ
を
利

用
し
自
宅
か
ら
税
務
署
に
送
信
で
き
ま
す
。
ま

た
、
印
刷
し
た
申
告
書
は
税
務
署
に
郵
送
等
で

も
提
出
で
き
ま
す
。

◆
ｅ-

Ｔ
Ａ
Ｘ
を
利
用
す
る
と
…

最
高
３
，
０
０
０
円
の
税
額
控
除

　

平
成
24
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
を
本
人

の
電
子
署
名
及
び
電
子
証
明
書
を
付
し
て
、
申

告
期
限
内
に
ｅ-

Ｔ
Ａ
Ｘ
で
行
う
と
、
所
得
税

額
か
ら
最
高
３
，
０
０
０
円
の
控
除
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
19
年
か
ら
平
成
23
年
分
の
確
定

申
告
で
、
こ
の
控
除
を
受
け
た
方
は
、
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
。

添
付
書
類
の
提
出
省
略

　

医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴
収
票
な
ど
は
、

そ
の
記
載
内
容
（
病
院
等
の
名
称
、
支
払
金
額

等
）
を
入
力
し
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
提

出
又
は
提
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

税
務
署
か
ら
書
類
の
提
出
ま
た
は
提
示
を
求

め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
確
定
申
告

期
限
か
ら
３
年
間
は
保
管
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
そ
の
他
詳
細
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

　

覧
く
だ
さ
い
。

ｅ-

Ｔ
Ａ
Ｘ（
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
！

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
２
月
18
日
（
月
）
～
３
月
15
日
（
金
）

・
２
ヵ
所
以
上
の
支
払
者
か
ら
給
与
等
を
受
け
て
い
る
方

・
平
成
24
年
の
途
中
で
退
職
し
て
年
末
調
整
が
終
わ
っ
て
い
な
い
方

・
個
人
年
金
を
受
け
取
っ
た
方

・
生
命
保
険
の
一
時
金
や
損
害
保
険
の
満
期
返
戻
金
を
受
取
っ
た
方

※
確
定
申
告
で
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
税
務
署
な
ど
の
相
談

　

会
場
で
記
載
方
法
な
ど
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
て
お
り
ま
す
の

　

で
、
申
告
に
必
要
な
書
類
を
準
備
し
て
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
確
定
申
告
の
宇
美
町
で
の
受
付
日
程
表
等
に
つ
い
て
は
、

　

税
務
課
窓
口
に
て
配
布
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

次
の
方
は
原
則
と
し
て
所
得
税
の

確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

◆
医
療
費
控
除
添
付
資
料
に
係
る
お
む
つ
使
用
証
明
書
に

　

つ
い
て

　

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
２
年
目
以
降

で
あ
る
方
は
、
介
護
保
険
要
介
護
認
定
に
係
る
主
治
医
意
見
書

を
も
と
に
、健
康
福
祉
課
で
発
行
す
る
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」

に
よ
り
、
医
療
費
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
窓
口
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
請
の
際
に
は
印
鑑
が
必
要
で
す
。

①

クリック！

クリック！

クリック！

クリック！

パ
ソ
コ
ン
で
作
成
し
、

印
刷
し
て
提
出

国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）へ

アクセス 国税庁 を 検索（ ）

介
護
保
険
制
度
で
申
告
時
に
添
付
で
き
る
資
料
に

つ
い
て

【
問
い
合
わ
せ
】

香
椎
税
務
署　

℡
６
６
１-

１
０
３
１

②

③

④

⑤


